
◆日　　時　　１１月１３日（金）１３時３０分～

◆入札会場　　南国市保健福祉センター２階多目的ホール

　　　　　　（南国市大埇甲３２０）

◆入札に必要なもの

　・保証金（見積価格の約１０％）

　　※現金に限る。入札当日の１４時までに納付

　・身分を証明するもの（運転免許証等）

　・印鑑（認印）

　・代理人の場合は、委任状

　・農地の場合、買受適格証明書（農業委員会発行）

※落札した方は、買受代金（落札額から保証金を控除し

　た金額）を、１１月２０日（金）１４時までに納付して

　ください。

※費用負担、住民票等の提出を条件に登記を代行します。

◆予約申込・問い合わせ先

　・南国・香南・香美租税債権管理機構

　　☎０８８－８５５－６７７６

　・高知市税務管理課　☎０８８－８２３－９４１８

　・高知税務署　☎０８８－８２２－１１２３　

　公売とは、滞納税に充てるために、

差し押さえをした財産を売却すること

です。

　具体的には、公売会場で見積価格以

上の金額を入札し、最高価格を入札し

た方へ売却するものです。売却金は税

収に充てます。

　滞納を解消し、行政サービスを支え

る財源の確保のためにも、多くの皆さ

んのご参加をお待ちしています。

不動産公売のお知らせ不動産公売のお知らせ不動産公売のお知らせ不動産公売のお知らせ不動産公売のお知らせ

番号

機構(フ)４

機構(フ)５

機構(フ)６

機構(フ)７

機構(フ)８

機構(フ)９

機構(フ)10

機構(フ)11

機構(フ)12

機構(フ)13

機構(フ)14

機構(フ)15

機構(フ)16

機構(フ)17

機構(フ)18

高知市１

高知市２

高知市３

税務署１

地目等

田

田

田

田

田

田

田

田

田

田

田

田

田

田

作業場

宅地

病院

店舗

大字

大埇

篠原

国分

上野田

下野田

下野田

里改田

里改田

里改田

浜改田

浜改田

浜改田

夜須町西山

夜須町坪井

香我美町岸本

野市町東野

瀬戸西町

南はりまや町

高知市春野町の古い住宅（詳細は整理中です）

字

林ノ本

鍵田

風呂ノ前

東コミカ内

尾永田・経塚

宇豆

大間

西沢

カメノス

大鶴居

丑場

中島

シダガモト

ワクカ内

エノ丸

子ノ丸

１丁目

都計法

調整区域

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

未線引区域

〃

〃

〃

市街化区域

〃

調整区域

農振法

農用地

〃

〃

〃

〃

〃

調査中

農用地外

農用地

〃

〃

〃

〃

〃

公衆用道路

指定の状況所在地 登記地積

（㎡）

１，５８０

６９０

１，１１３

１，０８４

１，２６７

１，４７３

３，０３０

１，１９４

９９１

１，２４１

１，２６２

１，２３９

１，０９７

２，１３３

１６３．２８

１９６．４６

６３０．４７

９３．３

見積価格

（千円）

９６０

２８０

６８０

８５０

９６０

１，０００

積算中

９１０

７３０

９４０

７７０

５３０

７３０

１，１８０

１，０６０

２，３９０

１４，４５０

８，４２６

保証金

（千円）

１００

０

７０

９０

１００

１００

１００

１００

１００

８０

６０

８０

１２０

１１０

３００

１，５００

９００

市町村

南国市

香南市

高知市

　南国・香南・香美租税債権管理機

構、高知市、高知税務署による合

同公売会を開催します。

行政のサービスは、

皆さんの税金で

支えられています。

カードの表面には、氏名・住所・生

年月日・性別・カードの有効期限・

写真が表示されています。裏面には

個人番号が記載されています。

個人番号カードは、希望者の申請により

　　　　　　　　　　　受けることができます

こんなときに使えます
・個人番号の証明

・本人確認の際の公的な身分証明書

・各種行政手続きのオンライン申請　※電子証明書を利用

・各種民間のオンライン取引　※電子証明書を利用

電子証明書ってどんなもの？
　個人番号カードには、ＩＣチップに署名用電子証明書と利用者証明用

　電子証明書の２つの電子証明書が搭載されます。

◆署名用電子証明書

　ｅ－Ｔａｘの確定申告など、電子文書を送信するときに使用します。

◆利用者証明用電子証明書

　マイナポータルの利用など、本人証明をするときに使用します。

※マイナポータルとは、マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、

　なぜ提供したのか確認できるサイト（平成２９年１月運用開始予定）

有効期限
◆個人番号カード･･･発行日から１０回目の誕生日まで。

　※２０歳未満の方は発行日から５回目の誕生日まで。

◆電子証明書･･･発行日から５回目の

　　　　　　　誕生日まで。

　永住者・特別永住者以外の外国人

　住民の方は在留期間の満了日まで。

※電子証明書のうち署名用電子証明

　書は実印に相当するため１５歳未

　満の方には原則発行しません。

※電子証明書を利用

子証明書を利用

の？

個人番号カードのＩＣチップには

税情報や年金給付情報などの

プライバシー性の高い個人情報は

記録されません。

   詳しくはこちら

　市民保険課市民班　☎５３－３１２６

　総務省　  http://www.soumu.go.jp/

                 kojinbango_card/03.html
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